
平成 27年 3月 31日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人等養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見講演会及び市民後見人等養成講座受講予定者説明会 

対象者：市民 

＊受講者数 15名 

開 催 日         講  義  内  容 

H26年6月7日 ・成年後見について 

・市民後見について（市民後見養成講座について） 

講師：成年後見センター・リーガルサポートセンター熊本支部の司法書士 

≪市民後見人等養成講座≫ 

対象者：市内在住で研修終了後市民後見人として活動する者  

＊受講者数10名中、8名修了。 

開 催 日         講  義  内  容 

H26年７月12日 市民後見概論、成年後見制度概論Ⅰ法定後見制度、成年後見制度概

論Ⅱ任意後見制度、成年後見制度と市町村の責務 

H26年７月26日 市民後見概論、体験実習について留意点、地域福祉・権利擁護の理

念、日常生活自立支援事業・成年後見制度利用支援事業、後見実施

機関の実務と市民後見活動に対するサポート体制 

H26年8月23日 高齢者・認知症の理解、介護保険制度、高齢者施策、高齢者虐待防

止法、介護保険・高齢者施策の取組状況、地域福祉の取組状況 

社会資源 

H26年9月6日 成年後見を取り巻く関係制度の基礎～生活保護・健康保険・年金制

度・税務申告制度等、申立手続書類の作成・財産目録の作成・後見

計画・収支予定の作成・報告書の作成、消費者保護に関する制度 

H26年9月17日 施設見学（高齢者福祉施設及び障害者就労継続支援事業所等） 

H26年9月27日 後見報酬付与申立の実務、後見事務終了時の手続き、死後事務、障

がい者の理解、障がい者施策、障がい者虐待防止法 

H26年10月4日 事例検討 

H26年10月18日 
家族法、財産法、対人援助の基礎、終了式 

＊台風のため日程変更（本来3回目のカリキュラム） 

講師：成年後見センター・リーガルサポートセンター熊本支部の司法書士 
   水俣市社会福祉協議会職員、熊本県社会福祉士会権利擁護センター 

「ぱあとなあ熊本」の社会福祉士 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

 

 

備      考 

 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容： 権利擁護センター運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪水俣市権利擁護センターの運営≫ 

権利擁護センター事業をH24年度末に設置し、H25年度から本格稼動した。 

H26年度社会福祉協議会が法人後見受任。市民後見人1人が生活支援員として 

活動開始。 

＊水俣市権利擁護センター運営委員会の開催 

開 催 日         内    容 

H26年７月18日 

・H26年度の権利擁護センター組織体制について 
・H26年4～6月末の相談対応件数 
・H26年度市民後見人等養成講座について 
・法人後見受任について 
・事例検討 

H26年10月28日 

・H26年7～10月末の相談対応件数 
・H26年度市民後見人等養成講座報告 
・法人後見事業について（受任審査会報告、法人後見事業運
営委員会委員について、未成年後見事案への対応につい
て） 

・事例検討 

 

H27年3月27日 

 

 

・H26年度水俣市権利擁護センター事業実施報告 
・H27年度水俣市権利擁護センター事業計画（案） 
・その他 
 圏域別事例検討会報告 
 生活困窮者への支援について 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

 

備      考 

 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：成年後見フォローアップ研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪各種研修会への参加≫ 職員の資質向上のための研修参加 

開 催 日     研 修 名 称   開催場所 参加数 

H26年8月29日 地域福祉権利擁護事業生活支

援員等研修会 
KKRホテル熊本 3名 

H26年9月29日 地域福祉権利擁護事業担当職

員研修会 
熊本県総合福祉センター 1名 

H26年11月7日 家事関係機関との連絡協議会 熊本家庭裁判所 1名 

H26年11月19･20

日 12 月 4・5・8

日 

H26 年度法人後見従事者養成

研修 

熊本県総合福祉センター 1名 

H27年2月6日 成年後見制度利用促進研修会 KKRホテル熊本 1名 

H27年3月3日 成年後見制度利用促進研修会 熊本県庁 2名 

 

《市民後見人養成講座修了者フォローアップ研修》 

開 催 日   内    容 参加数 

H27年3月28日 

・成年後見制度概論 
・市民後見人概論 
・成年後見人等の職務 
・成年後見制度を取り巻く現状 
・事例検討 
・意見交換 

 
 
9名 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

 

 

備      考 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容： 広報啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《広報啓発活動》 

○地域リビングでの出前福祉講座 

 テーマ「権利擁護センターについて」5箇所 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 


